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Ⅱ 調査結果 
 

 

 

 

 

 

 

利用上の注意 

 

１ 結果表の数字は、表章単位未満の位で四捨五入してあるため、総数と内訳の合計とは必ずしも一致しない。 

２ 結果表中「0.0」は、集計した数値が表章単位に満たないものである。 

３ 結果表中「－」は、該当数字のない箇所である。 

４ 「不明」とは、当該項目に有効な回答がない企業の割合である。 
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１ 業務災害及び通勤災害に対する法定外給付制度 

 

（１） 業務災害又は通勤災害に対する法定外給付制度の有無 

 

民間企業の従業員が、業務災害又は通勤災害により死亡し、あるいは障害が残った場合等には労働基準法による

災害補償や労働者災害補償保険法による保険給付が行われるが、これらとは別に企業独自に給付を行う場合がある。    

この法定外給付の制度が「ある」企業の割合は、業務災害による死亡で５７．０％、通勤災害による死亡で５０．９％、

業務災害による後遺障害で４６．６％、通勤災害による後遺障害で４１．５％となっている。（表１） 

 

表１ 法定外給付制度の有無別企業数割合（母集団：全企業） 

    (％) 

        制度の有無 

 給付事由 
計 制度あり 制度なし 

死亡 
業務災害 100.0 57.0 43.0 

通勤災害 100.0 50.9 49.1 

後遺障害 
業務災害 100.0 46.6 53.4 

通勤災害 100.0 41.5 58.5 

  

（２） 給付額の決定方法 

 

法定外給付制度が「ある」企業について、給付額の決定方法をみると、「一律」かつ「定額」としている企業の割

合が最も多い。（表２） 

 

表２ 法定外給付制度を有する企業における給付額の決定方法別企業数割合   

   （母集団：法定外給付制度を有する企業）      

         (％) 

      決定方法 

 

 給付事由 

計 

一律 扶養親族の有無別 扶養親族の人数別 

その他 
定額 定率 定額 定率 定額 定率 

死亡 
業務災害 100.0 56.1 8.4 8.7 0.6 1.0 0.2 24.9 

通勤災害 100.0 56.3 8.2 8.4 0.3 1.0 0.3 25.5 

後遺障害 
業務災害 100.0 57.6 10.8 7.1 0.3 0.7 0.1 23.4 

通勤災害 100.0 58.1 10.5 7.3 0.1 0.7 0.1 23.1 

(注) 1 「定率」とは、給付額が一定日数分で給付される場合等をいう。   

   2 「その他」には、年齢・勤続年数、役職・職能資格等を勘案して給付額を決定する場合や、 

     定額方式と定率方式を併用している場合などが含まれる。    
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（３） 給付額 

 

法定外給付制度が「ある」企業のうち、給付額の決定方法を「一律」かつ「定額」としている企業の平均給付額

をみると、業務災害による死亡で１，５８３万円、通勤災害による死亡で１，２８１万円、業務災害による後遺障

害（第１級）で１，８２５万円、通勤災害による後遺障害（第１級）で１，４６１万円となっている。 
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２ 勤務時間・休暇制度 

 

（１） 勤務間インターバル制度 

 

① 勤務間インターバル制度の導入の有無及び時間数 
勤務間インターバル制度について、「制度あり」とした企業の割合は７．６％となっている。 

  勤務間インターバル制度がある企業について、インターバル時間数をみると、「８時間以上９時間未満」として

いる企業の割合が２３．５％と最も多く、平均時間数は９．７時間となっている。（表３） 
 
表３ 勤務間インターバル制度の導入の有無別、インターバル時間数別企業数割合（母集団：全企業） 

 
（注）（ ）内は、制度ありとした企業を１００とした割合。 

 

② 勤務間インターバル制度を導入していない理由 
勤務間インターバル制度がない企業について、導入していない理由をみると、「退勤と出勤の間にインターバル

が既に確保されている」ことを挙げる企業の割合が５２．９％と最も多く、次いで「業務内容になじまない」こと

を挙げる企業の割合が２６．３％となっている。（表４） 
 
表４ 勤務間インターバル制度を導入していない理由別企業数割合 

（母集団：勤務間インターバル制度の導入の有無について「制度なし」とした企業） 

 
 

③ 勤務間インターバル制度の導入予定 
勤務間インターバル制度がない企業のうち、同制度の導入予定について「予定なし」とした企業の割合は６６．９％

となっている。（表５） 
 

（％） （時間）

平均時間

規模計 100.0     7.6       (4.5)    (0.2)    (1.6)    (23.5)   (13.7)   (16.0)   (17.0)   (5.0)    (0.8)    (7.1)    (10.6)   90.1 2.3 9.7       

500人以上 100.0     13.7      (  -)    (1.0)    (1.1)    (22.8)   (16.2)   (22.0)   (26.5)   (4.5)    (  -)    (1.1)    (4.7)    84.8 1.5 9.8       

100人以上
500人未満

100.0     6.8       (5.5)    (  -)    (1.2)    (21.8)   (15.5)   (15.8)   (12.7)   (2.7)    (1.6)    (9.4)    (13.8)   90.6 2.7 9.7       

50人以上
100人未満

100.0     6.8       (5.9)    (  -)    (2.7)    (26.5)   (9.4)    (12.3)   (17.0)   (8.8)    (  -)    (7.6)    (9.8)    91.1 2.1 9.8       

14時間以上6時間未満
6時間以上
7時間未満

7時間以上
8時間未満

8時間以上
9時間未満

9時間以上
10時間未満

10時間以上
11時間未満

11時間以上
12時間未満

12時間以上
13時間未満

13時間以上
14時間未満

不明制度なし制度あり計
時間数
不明企業規模

導入の

有無等

（％）

計
退勤と出勤の間に
インターバルが既
に確保されている

取引先への対応に
支障がある

業務内容に
なじまない

業務量が多くイン
ターバルを設定す

ることが困難
その他 不明

規模計 100.0 52.9              10.4              26.3              6.1               17.1              1.2               

500人以上 100.0 39.8              12.2              24.8              8.4               29.5              1.8               

100人以上
500人未満

100.0 52.5              10.5              26.2              6.7               17.3              1.3               

50人以上
100人未満

100.0 57.5              9.8               27.0              4.6               12.9              0.7               

複数回答

企業規模

理由
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表５ 勤務間インターバル制度の導入予定の有無別企業数割合 
（母集団：勤務間インターバル制度の導入の有無について「制度なし」とした企業） 

 
 

（２） 休暇制度 

 

① 各種休暇制度の有無 
ア 有期雇用従業員（労働時間が正社員の４分の３を超える従業員をいう。以下同じ。）を雇用する仕組みがある

企業のうち、有期雇用従業員の私傷病休暇制度がある企業の割合は２７．７％（そのうち、有給としている企業

の割合は３０．４％）、配偶者の出産休暇制度がある企業の割合は４８．９％（そのうち、有給としている企業

の割合は７７．７％）となっている。（表６） 
 

表６ 有期雇用従業員の各種休暇制度の有無別企業数割合 
（母集団：有期雇用従業員を雇用する仕組みがある企業） 

 
（注）( )内は、制度ありとした企業を１００とした割合。 

（％）

計 予定あり 予定なし 検討中 不明

規模計 100.0 2.5               66.9              27.9              2.6               

500人以上 100.0 4.1               51.9              41.2              2.8               

100人以上
500人未満

100.0 2.2               66.1              29.0              2.7               

50人以上
100人未満

100.0 2.6               72.8              22.2              2.5               

企業規模

導入予定

（％）

私傷病 100.0 27.7         (30.4)      (69.6)      68.4         3.8          

父母の法事

（葬儀以外）
100.0 25.5         (70.7)      (29.3)      70.9         3.5          

産前 100.0 77.1         (14.0)      (86.0)      19.5         3.3          

産後 100.0 77.2         (13.8)      (86.2)      19.5         3.3          

配偶者の
出産

100.0 48.9         (77.7)      (22.3)      47.3         3.7          

育児参加 100.0 15.7         (25.2)      (74.8)      80.4         3.9          

骨髄等ドナー 100.0 6.6          (33.7)      (66.3)      89.4         4.0          

ボランティア 100.0 8.5          (43.6)      (56.4)      87.4         4.1          

育児時間 100.0 89.2         (18.1)      (81.9)      10.8         

子の看護 100.0 89.7         (21.0)      (79.0)      10.3         

介護休暇 100.0 90.0         (19.3)      (80.7)      10.0         

有給 無給
制度あり 制度なし 不明計

休暇制度

項目
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イ 有期雇用従業員に各種休暇制度がある企業について、正社員と「制度の内容に違いがない」企業の割合をみる

と、私傷病休暇は７３．７％、配偶者の出産休暇は７９．６％となっている。（表７） 
 

表７ 正社員と有期雇用従業員間の各種休暇制度内容の差異の有無別企業数割合 
  （母集団：有期雇用従業員を雇用する仕組みがある企業、かつ、有期雇用従業員に各種休暇制度がある企業） 

 
 
ウ 各種休暇制度において正社員と有期雇用従業員に違いがある企業のうち、その違いの内容を見直す「予定あり」

とした企業の割合は、私傷病休暇については７．４％、配偶者の出産休暇については７．２％となっている。（表８） 
 

表８ 各種休暇制度内容の差異を見直す予定の有無別企業数割合 

（母集団：有期雇用従業員を雇用する仕組みがある企業、かつ、各種休暇制度において正社員と有期雇用従

業員に違いがある企業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）( )内は、予定ありとした企業を１００とした割合。 

（％）

計
制度の内容に
違いがある

制度の内容に
違いがない

不明

私傷病 100.0 24.2         73.7         2.1          

父母の法事

（葬儀以外）
100.0 19.6         78.9         1.5          

産前 100.0 10.5         88.2         1.3          

産後 100.0 10.0         88.7         1.3          

配偶者の

出産
100.0 19.0         79.6         1.4          

育児参加 100.0 7.4          89.4         3.2          

骨髄等ドナー 100.0 5.0          89.7         5.3          

ボランティア 100.0 10.6         86.4         3.0          

育児時間 100.0 8.5          89.3         2.3          

子の看護 100.0 8.5          89.4         2.1          

介護休暇 100.0 8.6          89.2         2.3          

休暇制度

項目

（％）

有給無給の別
取得可能
日数の別

付与の要件 その他 不明

私傷病 100.0 7.4          (59.1)       (65.7)       (4.4)        (1.7)        (1.1)        27.0         61.1         4.6          

父母の法事
（葬儀以外）

100.0 10.7         (46.4)       (50.5)       (14.8)       (13.8)       (   -)       26.6         55.1         7.5          

産前 100.0 4.2          (70.2)       (36.3)       (5.6)        (14.5)       (1.6)        30.7         59.6         5.5          

産後 100.0 2.9          (73.5)       (   -)       (8.4)        (21.7)       (2.4)        29.9         60.9         6.2          

配偶者の

出産
100.0 7.2          (74.6)       (33.2)       (32.8)       (2.9)        (   -)       33.7         53.9         5.2          

育児参加 100.0 2.4          (   -)       (70.0)       (30.0)       (   -)       (   -)       30.4         55.5         11.8         

骨髄等ドナー 100.0 11.7         (   -)       (   -)       (   -)       (100.0)      (   -)       5.0          68.3         15.0         

ボランティア 100.0 9.7          (   -)       (56.3)       (   -)       (43.8)       (   -)       21.1         62.5         6.6          

育児時間 100.0 2.0          (64.3)       (14.3)       (28.6)       (   -)       (   -)       23.1         71.1         3.8          

子の看護 100.0 2.6          (67.1)       (12.3)       (8.2)        (6.8)        (5.5)        27.4         64.1         5.8          

介護休暇 100.0 2.5          (32.9)       (22.9)       (5.7)        (32.9)       (5.7)        28.2         63.8         5.5          

不明計 予定あり 検討中 予定なし

複数回答

休暇制度

項目
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② 年次有給休暇の付与状況 
ア 有期雇用従業員を雇用する仕組みがある企業のうち、年次有給休暇が一定期間経過後から付与される企業の割

合は７７．０％、雇用当初から付与される企業の割合は２０．０％となっている。（表９） 
 
表９ 年次有給休暇の取得時期の基準別企業数割合（母集団：有期雇用従業員を雇用する仕組みがある企業） 

 
（注）( )内は、一定期間経過後からとした企業を１００とした割合。 

 
イ 有期雇用従業員の年次有給休暇が雇用当初に付与される企業のうち、「年次有給休暇が雇用当初に付与される

ための条件がない」とした企業の割合は８２．７％となっている。（表１０） 
 
表１０ 年次有給休暇の取得の条件の有無別及び内容別企業数割合 

（母集団：有期雇用従業員を雇用する仕組みがある企業、かつ、年次有給休暇が雇用当初に付与される企業） 

 
（注）( )内は、年次有給休暇が雇用当初に付与されるための条件があるとした企業を１００とした割合。 

 

ウ 有期雇用従業員の年次有給休暇が雇用当初に一律の日数で付与される企業について、その日数をみると、

「１０日」としている企業の割合が６５．４％と最も多くなっている。（表１１） 
 
表１１ 年次有給休暇の雇用当初付与の日数別企業数割合 

（母集団：有期雇用従業員を雇用する仕組みがある企業、かつ、年次有給休暇が雇用当初に付与され、当該付

与される休暇の日数を一律に設定している企業） 
 
 
 
 
 

 

（％）

同じ 短い 不明

規模計 100.0 77.0        (90.5)     (9.4)      (0.1)      20.0        3.1         

500人以上 100.0 69.0        (84.7)     (15.0)     (0.2)      28.7        2.3         

100人以上
500人未満

100.0 78.1        (90.4)     (9.5)      (0.1)      18.9        3.0         

50人以上
100人未満

100.0 78.4        (92.9)     (7.1)      (0.0)      18.0        3.6         

不明「一定期間」の労働基準法との比較計
一定期間経過

後から
雇用当初から

企業規模

時期

（％）

雇用期間の
長さのみ

雇用期間の長さ
と他の条件との

組合せ
その他 不明

規模計 100.0 17.3 (35.8) (21.7) (42.3) (0.2) 82.7 -

500人以上 100.0 13.3 (43.5) (12.6) (44.0) (  -) 86.7 -

100人以上
500人未満

100.0 15.6 (28.2) (26.3) (45.2) (0.3) 84.4 -

50人以上
100人未満

100.0 23.5 (42.1) (19.7) (38.2) (  -) 76.5 -

計

年次有給休暇が
雇用当初に付与
されるための条

件がある

年次有給休暇が
雇用当初に付与
されるための条

件がない

不明

企業規模

条件

（％）

１１日～ １５日～ 日数

～１４日 ～１９日 不明

規模計 100.0 0.1 - 0.9 - 2.6 1.3 0.2 0.7 - 65.4 7.1 5.1 10.5 3.4 2.7

500人以上 100.0 0.9 - 2.1 - 1.8 - - - - 49.1 17.8 6.1 14.7 6.4 0.9

100人以上
500人未満

100.0 - - 1.0 - 2.7 2.2 0.4 - - 73.1 3.5 4.0 9.3 1.3 2.5

50人以上
100人未満

100.0 - - - - 3.0 - - 2.8 - 57.4 8.7 6.9 10.8 6.3 4.1

２０日 ２１日～５日 ６日 ７日 ８日 ９日 １０日計 １日 ２日 ３日 ４日
企業規模

日数
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３ 社宅の状況等 

 

（１） 社宅の有無 

 
社宅が「ある」企業の割合は４１.７％となっている。（表１２） 

転居を伴う転勤がある企業の割合は４６.１％、転居を伴う転勤がない企業の割合は５１.９％となっており（表

１３）、転居を伴う転勤がある企業とない企業では、転勤がある企業の方が社宅を有する割合が高くなっている。

（表１４、表１５） 

 

表１２ 社宅の有無別企業数割合（母集団：全企業） 

 
 
表１３ 転居を伴う転勤の有無別企業数割合（母集団：全企業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％）

 　　 社宅の有無

企業規模

規模計 100.0 41.7 56.2 2.2

500人以上 100.0 71.2 27.3 1.4

100人以上
500人未満

100.0 44.8 52.8 2.4

50人以上
100人未満

100.0 27.4 70.5 2.1

ない 不明計 ある

（％）

 　 　　転勤の有無

企業規模

規模計 100.0 46.1 51.9 2.1

500人以上 100.0 78.8 19.8 1.4

100人以上
500人未満

100.0 52.2 45.5 2.3

50人以上
100人未満

100.0 26.3 71.7 2.0

計 転勤あり 転勤なし 不明
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表１４ 社宅の有無別企業数割合（母集団：転居を伴う転勤がある企業） 

 

     

表１５ 社宅の有無別企業数割合（母集団：転居を伴う転勤がない企業） 

 

 
 
（２） 社宅への入居対象者 

 

 社宅がある企業のうち、入居対象者を「限定している」企業の割合は７５.０％、「限定していない」企業の割合

は２５.０％となっている。入居対象者を限定している企業について入居対象限定事由（複数回答可）をみると、

「転勤者」を入居対象者としている企業の割合が６６.１％と最も多く、次いで「新規採用者」、「独身・単身者」

の順に割合が高くなっている。（表１６、表１７、表１８） 

 

表１６ 社宅への入居対象者限定の有無別、入居対象者別企業数割合（母集団：社宅がある企業） 

 
   （注）（ ）内は、社宅への入居対象者を限定している企業を１００とした割合。 
 

（％）

 　 　社宅の有無

企業規模

規模計 100.0 66.0 34.0 -

500人以上 100.0 80.7 19.3 -

100人以上
500人未満

100.0 64.8 35.2 -

50人以上
100人未満

100.0 55.0 45.0 -

不明計 ある ない

（％）

 　 　社宅の有無

企業規模

規模計 100.0 21.8 78.0 0.2

500人以上 100.0 38.9 61.1 -

100人以上
500人未満

100.0 24.2 75.6 0.2

50人以上
100人未満

100.0 18.0 81.8 0.2

不明計 ある ない

（％）

入居対象者の限定等

企業規模

規模計 100.0 75.0 25.0 -

500人以上 100.0 84.7 15.3 -

100人以上
500人未満

100.0 74.7 25.3 -

50人以上
100人未満

100.0 67.3 32.7 -

複数回答

(25.2)

(26.4)

(26.0)

(21.9)

新たに世帯

を持った者

(14.3)

(17.8)

(13.5)

(12.4)

幹部社員

(12.2)

独身・
単身者

(37.3)

(35.7)

(38.2)

(36.5)

(14.9)

(15.9)

(14.7)

(14.2) (26.0)

新規
採用者

(39.5)

(42.8)

(39.6)

(35.7)

非管理職

(14.3)

(16.5)

(14.3)

計
限定

している

(66.1)

限定

していない

(   -)

(   -)(27.3)

(26.3)

若年層
社員

(50.6) (   -)

その他

(26.5)

不明
転勤者

(76.8)

(67.6)

不明

(   -)



  - 12 -  
 

表１７ 社宅への入居対象者限定の有無別、入居対象者別企業数割合 
（母集団：転居を伴う転勤があり、かつ、社宅がある企業） 

 
   （注）（ ）内は、社宅への入居対象者を限定している企業を１００とした割合。 

 
表１８ 社宅への入居対象者限定の有無別、入居対象者別企業数割合 

（母集団：転居を伴う転勤がなく、かつ、社宅がある企業） 

 
   （注）（ ）内は、社宅への入居対象者を限定している企業を１００とした割合。 
 
（３） 東京都特別区（２３区）内に本社がある企業の本社勤務従業員向け社宅の所在地 

 

 社宅がある企業のうち、「東京都特別区内に本社がある」企業の割合は２８.６％であり、その企業について本社

勤務従業員向け社宅の所在地をみると、「都内（特別区内）にある」企業の割合が７２.４％、「都内（特別区外）

にある」企業の割合が３９.２％、「東京都外にある」企業の割合が５６.４％となっている。（表１９） 

 

表１９ 東京都特別区（２３区）内の本社の有無別、本社勤務従業員向け社宅の所在地別企業数割合 

（母集団：社宅がある企業） 

 

   （注）（ ）内は、東京都特別区内に本社がある企業を１００とした割合。 

（％）

入居対象者の限定等

企業規模

規模計 100.0 75.9 24.1 -

500人以上 100.0 83.8 16.2 -

100人以上
500人未満

100.0 74.2 25.8 -

50人以上
100人未満

100.0 70.2 29.8 -(14.7) (13.9) (   -)

複数回答

(91.8) (38.5) (20.8) (15.3) (17.0) (33.8)

(   -)

(90.3) (42.2) (26.9) (15.3) (16.7) (33.4) (15.5) (19.3) (   -)

(19.7) (   -)

(87.0) (44.3) (27.2) (17.4) (17.0) (33.2) (19.6) (24.2)

新たに世帯

を持った者
その他 不明

(89.6) (42.2) (26.0) (15.9) (16.8) (33.4) (16.5)

計
限定

している
限定

していない
不明

転勤者
新規

採用者
若年層
社員

非管理職 幹部社員
独身・
単身者

（％）

入居対象者の限定等

企業規模

規模計 100.0 72.5 27.5 -

500人以上 100.0 91.9 8.1 -

100人以上
500人未満

100.0 76.1 23.9 -

50人以上
100人未満

100.0 64.2 35.8 -( 9.5) (40.8) (   -)

複数回答

(32.4) (23.2) ( 8.5) (10.9) (39.9)

(50.4) (   -)

(31.5) (23.5) (11.2) ( 8.9) (52.6) ( 7.8) (47.4) (   -)

(32.0) (20.8) ( 9.3) ( 7.7) (54.7) ( 4.8)

その他 不明

(31.9) (23.1) (10.0) ( 9.5) (48.2) ( 8.1) (45.3) (   -)

計
限定

している
限定

していない
不明新規

採用者

若年層

社員
非管理職 幹部社員

独身・

単身者

新たに世帯

を持った者

（％）

 　　本社の場所等

企業規模

規模計 100.0 28.6 71.3 0.1

500人以上 100.0 43.4 56.6 -

100人以上
500人未満

100.0 26.0 74.0 -

50人以上
100人未満

100.0 22.2 77.5 0.3

計
東京都

特別区内に

本社がある

(39.2) (56.4)

社宅が
ない

(56.0)

不明
都内

（特別区内）

にある

都内

（特別区外）

にある

東京都外に

ある

(72.4)

(34.8)

複数回答

(68.2) (28.8) (36.2) (20.0)

本社勤務従業員向け社宅の所在地

( 0.1)

(52.8) (69.3)

東京都
特別区内に

本社はない

(   -)

不明

( 0.2)

(72.4) (   -)

(75.0) ( 9.5)

(13.7)

(13.6)
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（４） 社宅への入居対象限定事由別企業数割合 

 

転居を伴う転勤があり、社宅への入居対象者を限定している企業で、かつ、東京都特別区（２３区）内に本社及

び本社勤務従業員向け社宅がある企業の社宅への入居対象限定事由別割合は、「転勤者」を入居対象者としている

企業の割合が９０.８％と最も多く、次いで「新規採用者」、「独身・単身者」の順に高くなっている。（表２０） 

 

表２０ 社宅の入居対象者別企業数割合 

（母集団：転居を伴う転勤があり、社宅への入居対象者を限定しており、かつ、東京都特別区に本社及び本社 

勤務従業員向け社宅がある企業） 

 
  

（％）

 　 　入居対象者

企業規模

規模計 100.0 90.8 44.1 23.3 14.1 15.5 28.3 15.2 21.6 -

500人以上 100.0 89.3 48.9 28.0 14.2 15.4 29.0 20.3 23.9 -

100人以上
500人未満

100.0 90.9 40.4 18.5 12.6 13.8 27.9 11.9 23.3 -

50人以上
100人未満

100.0 93.9 46.1 30.4 20.2 23.2 28.2 15.2 8.3 -

独身・
単身者

新たに世
帯を持っ

た者
その他 不明

複数回答

計 転勤者 新規採用者若年層社員 非管理職 幹部社員
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４ 従業員の退職管理等の状況 

 

（１） 定年制の状況 

 

① 定年制の状況 

事務・技術関係職種の従業員がいる企業のうち、定年制が「ある」企業の割合は９９.３％で、そのうち定年年

齢が「６０歳」である企業の割合は８４.２％となっている。（表２１） 

 

表２１ 定年制の有無別、定年年齢別企業数割合（母集団：事務・技術関係職種の従業員がいる企業） 

 

（注）( )内は定年制がある企業を１００とした割合。 

 

② 定年制の今後の変更予定 

定年制がある企業における定年制の今後の変更予定をみると、「変更することが決まっている」企業は２.２％、

「変更を検討中」の企業は２１.４％、「変更予定はない」企業は７６.４％となっている。また、今後の変更予定

の内容は、「変更することが決まっている」企業及び「変更を検討中」の企業ともに「定年年齢引上げ」とする企

業の割合が最も高く、それぞれ９６.７％、９８.１％となっている。（表２２） 

 

表２２ 定年制の今後の変更予定別企業数割合（母集団：定年制がある企業） 

 

（注）( )内はそれぞれ、変更することが決まっている／変更を検討中の企業を１００とした割合。 

  

（％）

項　目  定年制がある

企業規模 60歳
61歳以上
65歳未満

65歳以上

規模計 100.0 99.3 ( 84.2) ( 2.8) ( 12.9) 0.7 

500人以上 100.0 99.6 ( 87.1) ( 4.0) ( 9.0) 0.4 

100人以上
500人未満

100.0 99.6 ( 86.2) ( 3.1) ( 10.7) 0.4 

 50人以上
100人未満

100.0 98.8 ( 80.4) ( 2.0) ( 17.6) 1.2 

計 定　年　年　齢 定年制
がない

（％）

項　目  変更することが決まっている

企業規模

規模計 100.0 2.2 3.3)  (   ( 96.7) -) (     21.4 1.9)  (   ( 98.1) 0.0)  (   76.4 0.0 

500人以上 100.0 2.9 -) (     (100.0) -) (     24.1 2.1)  (   ( 97.6) 0.3)  (   72.7 0.3 

100人以上
500人未満

100.0 2.1 -) (     (100.0) -) (     20.1 1.1)  (   ( 98.9) -) (     77.8 -

 50人以上
100人未満

100.0 2.1 9.9)  (   ( 90.1) -) (     22.4 2.8)  (   ( 97.2) -) (     75.5 -

計
変更予定
はない

不明定年制
廃止

定年年齢
引上げ

定年年齢
引下げ

定年制
廃止

定年年齢
引上げ

定年年齢
引下げ

変更を検討中
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③ 変更後の定年年齢 

定年年齢引上げが決まっている企業における変更後の定年年齢は、「６５歳」とする企業の割合が最も高く、

７５.６％となっている。（表２３） 

 

表２３ 変更後の定年年齢別企業数割合（母集団：定年年齢引上げが決まっている企業） 

 

 

（２） 定年退職者の継続雇用の状況 

 

① 継続雇用制度の状況 

定年制がある企業のうち、定年後の継続雇用制度がある企業の割合は９６.８％で、そのうち一旦定年退職した

従業員を再び雇用する「再雇用制度」がある企業の割合は９５.５％（ａ＋ｂ＋ｃ＋ｇ）、定年年齢に達した従業員

を退職させることなく引き続き常勤の従業員として雇用する「勤務延長制度」がある企業の割合は７.１％（ｂ＋

ｄ＋ｅ＋ｇ）、「特殊関係事業主（子会社等）での継続雇用」制度がある企業の割合は１.２％（ｃ＋ｅ＋ｆ＋ｇ）

となっている。（表２４） 

 

表２４ 継続雇用制度の有無別、制度の内容別企業数割合（母集団：定年制がある企業） 

 

（注）（ ）内は継続雇用制度がある企業を１００とした割合。 

  

（％）

項　目 

企業規模 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳
71歳
以上

不明

規模計 100.0 - 5.4 2.2 3.4 75.6 - 2.8 1.6 - 9.0 - -

500人以上 100.0 - - 2.7 7.3 88.7 - - - - 1.3 - -

100人以上
500人未満

100.0 - 3.8 3.4 4.2 76.8 - 5.3 - - 6.5 - -

 50人以上
100人未満

100.0 - 11.0 - - 66.8 - - 5.1 - 17.1 - -

計

変更後（引上げ後）の定年年齢

（％）

項　目  継続雇用制度がある

企業規模

規模計 100.0 96.8 ( 91.9) ( 2.8) ( 0.6) ( 4.0) -) (     ( 0.4) ( 0.2) 3.1 0.1 

500人以上 100.0 96.9 ( 92.0) ( 2.8) ( 2.5) ( 2.0) -) (     ( 0.4) ( 0.3) 3.0 0.1 

100人以上
500人未満

100.0 97.6 ( 93.2) ( 2.6) ( 0.5) ( 2.9) -) (     ( 0.5) 0.2)  (   2.3 0.1 

 50人以上
100人未満

100.0 95.7 ( 89.8) ( 3.2) ( 0.1) ( 6.5) -) (     0.3)  (   0.1)  (   4.3 -

不明計
継続雇用

制度がない

制 度 の 内 容

ａ
再雇用制度

のみ

ｂ
再雇用制度

・勤務延長

制度両方

g
再雇用制度

・勤務延長
制度・特殊

関係全部

f
特殊関係

のみ

c
再雇用制度

・特殊関係

両方

ｄ
勤務延長

制度のみ

e
勤務延長制

度・特殊関
係両方
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② 継続雇用制度における最高雇用年齢 

再雇用制度又は勤務延長制度がある企業における最高雇用年齢をみると、いずれも「６５歳」とする企業の割合

が最も高く、再雇用制度では８０.５％、勤務延長制度では４８.１％となっている。（表２５） 

 

表２５ 再雇用制度・勤務延長制度別、最高雇用年齢別企業数割合 

（母集団：再雇用制度／勤務延長制度がある企業） 

 

 

③ 最高雇用年齢の変更予定 

再雇用制度がある企業における最高雇用年齢の今後の変更予定をみると、「変更予定がある」企業の割合は５.９％

で、そのうち変更後の最高雇用年齢を「７０歳」とする企業の割合が７３.９％となっている。 

また、勤務延長制度がある企業における最高雇用年齢の今後の変更予定をみると、「変更予定がある」企業の割

合は５.３％で、そのうち変更後の最高雇用年齢を「７０歳」とする企業の割合が４４.７％、「上限なし」とする

企業の割合が２０.１％となっている。（表２６） 

 

表２６ 再雇用制度・勤務延長制度別、最高雇用年齢の変更予定の有無別、変更後の最高雇用年齢別企業数割合 

（母集団：再雇用制度／勤務延長制度がある企業） 

 

（注）（ ）内は変更予定がある企業を１００とした割合。 

（％）

項　目 

企業規模 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳
71歳
以上

上限
なし

不明

規模計 100.0 - - 0.0 0.1 80.5 0.2 0.3 0.4 0.1 8.1 2.1 8.2 0.0 

500人以上 100.0 - - 0.2 0.2 86.0 - 0.7 1.2 0.2 6.6 0.8 4.1 0.1 

100人以上
500人未満

100.0 - - - 0.1 80.6 0.1 0.4 0.4 0.1 8.0 2.5 8.0 -

 50人以上
100人未満

100.0 - - - - 78.3 0.5 0.2 0.3 0.1 8.6 2.1 9.9 -

規模計 100.0 - 0.8 1.1 - 48.1 0.5 0.1 0.8 - 12.7 3.6 32.3 -

500人以上 100.0 - 0.8 3.4 - 55.3 - - 1.5 - 15.3 2.7 21.0 -

100人以上
500人未満

100.0 - - - - 46.1 - 0.3 1.5 - 10.8 6.3 35.0 -

 50人以上
100人未満

100.0 - 1.6 1.6 - 48.6 1.0 - - - 13.9 1.4 32.0 -

再
雇
用
制
度

勤
務
延
長
制
度

計

最高雇用年齢

（％）

項　目 変更予定がある

企業規模 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳
71歳
以上

上限
なし

不明

規模計 100.0 5.9 -) (   -) (   -) (   -) (    1.0)  (  -) (   3.1)  (  3.8)  (  0.2)  ( 73.9)  ( 5.5)  (  12.6)  ( -) (   94.1 0.0 

500人以上 100.0 4.3 -) (   -) (   -) (   -) (    2.8)  (  -) (   -) (    4.2)  (  1.9)  ( 77.4)  ( 5.2)  (  8.5)  (  -) (   95.6 0.1 

100人以上
500人未満

100.0 5.5 -) (   -) (   -) (   -) (    1.4)  (  -) (   1.4)  (  2.6)  (  -) (   79.2)  ( 4.5)  (  11.0)  ( -) (   94.5 -

 50人以上
100人未満

100.0 7.1 -) (   -) (   -) (   -) (    -) (    -) (   5.8)  (  5.1)  (  -) (   66.8)  ( 6.9)  (  15.3)  ( -) (   92.9 -

規模計 100.0 5.3 -) (   -) (   -) (   -) (    -) (    -) (   -) (    21.4)  ( -) (   44.7)  ( 13.8)  ( 20.1)  ( -) (   94.7 -

500人以上 100.0 5.0 -) (   -) (   -) (   -) (    -) (    -) (   -) (    -) (    -) (   69.2)  ( 30.8)  ( -) (    -) (   95.0 -

100人以上
500人未満

100.0 4.8 -) (   -) (   -) (   -) (    -) (    -) (   -) (    30.6)  ( -) (   46.8)  ( -) (    22.6)  ( -) (   95.2 -

 50人以上
100人未満

100.0 5.7 -) (   -) (   -) (   -) (    -) (    -) (   -) (    17.9)  ( -) (   39.3)  ( 21.4)  ( 21.4)  ( -) (   94.3 -

再
雇
用
制
度

変更予
定がな

い

勤
務
延
長
制
度

計 不明最高雇用年齢（変更後）



  - 17 -  
 

④ 平成３０年度定年退職者の再雇用の状況 

ア 再雇用制度があり、平成３０年度に定年退職者がいた企業における再雇用の状況をみると、定年退職した者に

ついて全員（１００％）再雇用している企業は６４.９％となっている。（表２７） 

 

表２７ 定年退職者の有無別、定年退職者のうち再雇用された者の割合別企業数割合 

（母集団：再雇用制度がある企業） 

 

（注）（ ）内は定年退職者がいた企業を１００とした割合。 

 

イ 再雇用制度があり、平成３０年度に定年退職し再雇用された者がいた企業におけるフルタイム再雇用者の状況

をみると、全員（１００％）フルタイムで再雇用している企業は８７.３％となっている。（表２８） 

母集団を定年年齢が６０歳の企業に限ってみると、全員（１００％）フルタイムで再雇用している企業は８８.９％

となっている。（表２９） 

 

表２８ 再雇用者の有無別、再雇用者のうちフルタイムで再雇用された者の割合別企業数割合 
（母集団：再雇用制度がある企業） 

 
（注）（ ）内は再雇用者がいた企業を１００とした割合。 

  

（％）

項 目 　定年退職者がいた

計

企業規模

規模計 100.0 72.3 5.1)  (    2.3)  (    5.7)  (    11.3)  (   10.7)  (   64.9)  (   0.0)  (    27.6 0.1 

500人以上 100.0 93.9 2.8)  (    2.7)  (    8.8)  (    21.6)  (   33.1)  (   30.8)  (   0.1)  (    5.4 0.8 

100人以上
500人未満

100.0 78.5 5.0)  (    2.9)  (    5.4)  (    11.3)  (   8.9)  (    66.5)  (   -) (      21.5 -

 50人以上
100人未満

100.0 54.9 6.6)  (    0.7)  (    4.4)  (    5.0)  (    1.2)  (    82.0)  (   -) (      45.0 0.1 

20％
未満

定年退職者が
いなかった

 再雇用者の割合

不明100％
 60％以上
 80％未満

 40％以上
 60％未満

 20％以上
 40％未満

 80％以上
 100％未満

不明

（％）

項 目 　再雇用者がいた

計

企業規模

規模計 100.0 68.8 3.3)  (    0.8)  (    2.0)  (    2.4)  (    4.2)  (    87.3)  (   0.0)  (    31.1 0.1 

500人以上 100.0 92.1 2.7)  (    0.8)  (    1.4)  (    3.6)  (    14.5)  (   76.8)  (   0.3)  (    7.0 0.9 

100人以上
500人未満

100.0 74.6 3.5)  (    0.6)  (    1.8)  (    2.4)  (    3.0)  (    88.6)  (   -) (      25.4 -

 50人以上
100人未満

100.0 51.3 3.3)  (    1.2)  (    2.6)  (    1.4)  (    0.5)  (    91.0)  (   -) (      48.6 0.1 

再雇用者が
いなかった

不明フルタイム再雇用者の割合

20％
未満

 20％以上
 40％未満

 40％以上
 60％未満

 60％以上
 80％未満

 80％以上
 100％未満

100％ 不明
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表２９ 再雇用者の有無別、再雇用者のうちフルタイムで再雇用された者の割合別企業数割合 
（母集団：定年年齢が６０歳で、再雇用制度がある企業） 

 
（注）（ ）内は再雇用者がいた企業を１００とした割合。 

 

ウ 再雇用制度があり、平成３０年度に定年退職し再雇用された者がいた企業における再雇用者の勤務形態別の人

数割合をみると、フルタイム再雇用者は９２.３％、短時間再雇用者は７.７％となっている。（表３０） 

母集団を定年年齢が６０歳の企業に限ってみると、フルタイム再雇用者は９３.０％、短時間再雇用者は７.０％

となっている。（表３１） 

 

表３０ 再雇用者の勤務形態別人数割合 

（母集団：再雇用制度がある企業の再雇用者（再雇用者数が不明の企業を除く）） 

 

 

表３１ 再雇用者の勤務形態別人数割合 

（母集団：定年年齢が６０歳で、再雇用制度がある企業の再雇用者（再雇用者数が不明の企業を除く）） 

 

（％）

項 目 　再雇用者がいた

計

企業規模

規模計 100.0 71.7 2.8)  (    0.6)  (    1.7)  (    2.0)  (    4.0)  (    88.9)  (   0.0)  (    28.2 0.2 

500人以上 100.0 93.9 1.8)  (    0.5)  (    1.3)  (    3.0)  (    14.4)  (   78.8)  (   0.1)  (    5.2 0.9 

100人以上
500人未満

100.0 77.4 3.1)  (    0.7)  (    1.6)  (    2.1)  (    2.7)  (    89.9)  (   -) (      22.6 -

 50人以上
100人未満

100.0 54.1 2.9)  (    0.6)  (    2.3)  (    1.0)  (    0.2)  (    93.0)  (   -) (      45.8 0.1 

再雇用者が
いなかった

不明フルタイム再雇用者の割合

20％
未満

 20％以上
 40％未満

 40％以上
 60％未満

 60％以上
 80％未満

 80％以上
 100％未満

100％ 不明

（％）

項　目

企業規模

規模計 100.0 92.3 7.7 

500人以上 100.0 92.4 7.6 

100人以上
500人未満

100.0 91.7 8.3 

 50人以上
100人未満

100.0 93.5 6.5 

計
フルタイム
再雇用者

短時間
再雇用者

（％）

項　目

企業規模

規模計 100.0 93.0 7.0 

500人以上 100.0 93.1 6.9 

100人以上
500人未満

100.0 92.2 7.8 

 50人以上
100人未満

100.0 95.2 4.8 

計
フルタイム
再雇用者

短時間
再雇用者
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（３） 退職給付制度の状況 

 

① 退職給付制度の状況 

事務・技術関係職種の従業員がいる企業のうち、退職給付制度が「ある」企業の割合は９３.４％で、そのうち「退

職一時金制度」がある企業は９１.５％、「企業年金制度」がある企業は４７.１％となっている。（表３２） 
 

表３２ 退職給付制度の有無別、制度の内容別企業数割合 

（母集団：事務・技術関係職種の従業員がいる企業） 

 

（注）（ ）内は退職給付制度がある企業を１００とした割合。 

 

② 企業年金の種類 

企業年金制度がある企業における企業年金の種類別の採用割合は、「確定給付企業年金」が６２.８％、「確定拠出

年金」が５２.７％などとなっている。（表３３） 
 

表３３ 企業年金制度の種類別企業数割合（母集団：企業年金制度がある企業） 

 

 

（％）

項　目 　退職給付制度がある

企業規模

退職一時金
制度のみ

退職一時金制度

と企業年金制度

を併用

企業年金
制度のみ

規模計 100.0 93.4 ( 91.5) ( 52.9) ( 38.6) ( 47.1) ( 8.5) 6.6 0.1 

500人以上 100.0 96.6 ( 83.8) ( 21.4) ( 62.4) ( 78.6) ( 16.2) 3.0 0.4 

100人以上
500人未満

100.0 94.3 ( 91.2) ( 49.4) ( 41.8) ( 50.6) ( 8.8) 5.6 0.1 

 50人以上
100人未満

100.0 90.9 ( 94.7) ( 69.4) ( 25.3) ( 30.6) ( 5.3) 9.1 -

計
退職給付

制度がない
不明退職一時金

制度がある
企業年金

制度がある

（％）

項　目 

企業規模

 規模計 100.0 62.8 44.4 19.6 52.7 50.5 2.2 7.1 2.9 4.4 2.6 1.8 0.1 

 500人以上 100.0 70.9 46.9 25.6 66.0 66.0 - 5.5 2.3 3.3 1.9 1.3 -

 100人以上
 500人未満

100.0 64.6 47.4 18.7 50.7 50.5 0.2 6.9 2.7 4.3 2.8 2.1 -

 50人以上
 100人未満

100.0 51.0 34.6 16.6 45.7 36.6 9.1 9.2 3.9 5.5 2.8 1.6 0.5 

複 数 回 答

計
確定給付
企業年金 代行型 加算型

不明
規約型 基金型

厚生年金
基金

自社
年金

その他
確定拠出

年金
中小事業主

掛金納付

制度
企業型


